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Ⅰ

年
小学校 中学校

学校数 学級数 児童数 教員数 学校数 学級数 生徒数 教員数
平成１９年 ６ １９（３） １０８ ２８ １ ３（０） ５９ １２
平成２０年 ６ ２０（３） １１０ ２９ １ ３（０） ５９ １１
平成２１年 ６ １６（１） ９５ ２５ １ ５（２） ６８ １４
平成２２年 ４ １４（１） ９９ ２１ １ ５（２） ５８ １４
平成２３年 ４ １３（１） ８９ ２１ １ ５（２） ５７ １４
注：（ ）内は特別支援学級数（内数） （資料：学校基本調査）

年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年
調理食数 ２１０ ２１１ ２１１ １９６ １８６

（単位：食）

（資料：学校給食センター）

豊かな郷土で自ら学び、地域文化を育むまちづくり 〔生涯学習〕

１ 学校教育

■現状
平成２３年５月１日現在、町内には小学校４校（児童数８９人）、中学校１校（生徒数５７人）

において義務教育が行われていますが、児童・生徒数は減少傾向にあります。

授業時数や教育内容を充実した新学習指導要領が完全実施されたことに伴い、言語活動や
理数教育の充実、伝統や文化に関する教育の実施など、改訂の趣旨を生かした学習指導が適
切に行われるように学校の取り組みを支援することが求められています。また、特別支援教
育においては、一人ひとりの教育ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困
難を改善、克服するための取り組みを引き続き推進することが求められています。

子どもたちの「生きる力」を育むために、学校・家庭・地域が連携・協力した教育活動を
推進し、信頼される学校づくりの創造を目指すとともに、安心して子どもを託すことができ
る学校づくりを進めるため、教職員の資質、能力の向上のための取り組みが必要となってい
ます。
全国学力・学習状況調査の結果を踏まえ、学校では基礎・基本の反復練習や補充学習に努

めるほか、家庭での学習習慣の向上への取り組みを引き続き推進することが求められています。
また、児童数の減少により、学校の適正配置を引き続き協議検討することが、必要となっ

ています。

学校給食は食育の観点から地場産品の活用を図るとともに、衛生管理・食材管理に努め、
安全安心でバランスのとれた、よりおいしい給食の提供が求められています。

学校施設は概ね整備されていますが、安全性に配慮した計画的な改修整備や東日本大震災
を教訓とした大規模な災害に備えた防災施設の整備や避難施設としての機能強化が必要と
なっています。
また、築後４０年を経過した学校給食センター、老朽化した教職員住宅やスクールバスの計

画的な修繕や整備が必要となっています。

【小学校・中学校 学級数、児童・生徒数の推移】

【学校給食の調理食数の推移：基準日５月１日】
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■施策の内容
（１）確かな学力の充実
学校においては、基礎的な知識の定着とその活用により、課題を解決する思考力や表現力

を養うため、児童生徒の学力の状況を踏まえたきめ細かな指導の充実や地域の自然環境の活
用、ＩＣＴ（情報通信技術）による学習の充実、地域の人々との学び合いの充実、小・中学
校の連携の促進に努めます。
また、「早寝・早起き・朝ごはん」運動など家庭との連携を基盤に学ぶ意欲と自信を育て

る補充的な学習、家庭学習の習慣化などの取り組みによって一層の充実に努めます。
更に教職員の資質、指導力向上のための校内研究の充実や研修講座や研究会等への参加を

奨励するほか、積極的に参観日や授業公開等を行い、授業評価や授業改善への取り組みを促
進し、確かな学力を育てる授業力の向上に努めます。
特別支援教育においては、生活や学習上の困難を改善、克服し、学習指導の充実を図るた

め、引き続き特別支援教育支援員の配置を行うとともに、地域の方や保護者等に対して理解
が深められるように努めます。
小学校の外国語活動や中学校の英語の授業を支援するため、引き続き、外国語指導助手（Ａ

ＬＴ）を配置します。また、社会の国際化やグローバル化が進展する中で、異文化との共生
の機会が求められることから、外国人を招いた交流事業の実施等により国際理解教育を推進
します。

（２）豊かな心の育成
道徳教育や体験的な活動を通じて、規範意識や基本的な倫理観、思いやりの心や豊かな感

性などを培うため、道徳の時間の充実を図るなど学校の教育活動全体を通して、「心の教育」
を推進します。
いじめ・不登校などの問題行動においては、家庭、学校及び地域社会との連携を図り、い

じめを許さない環境づくりを推進するとともに、不登校の児童生徒については、きめ細やか
で的確な対応に努めます。

（３）健やかな身体の育成
健やかな身体の育成を図るためには、生涯を通じて、健康に過ごすための望ましい生活習

慣の確立、体力・運動能力の向上、健康管理能力の育成をすることが、求められています。
体力・運動能力の向上は、自ら進んで運動に取り組み、楽しさや喜びを実感する学習指導や
体育的行事などの充実に努めます。
食に関する指導については、学校栄養教諭を中心として食に関する知識を生かした健全な

実践ができる資質・能力を育む教育を推進します。
学校給食では地場産品の活用を図りながら、衛生管理・食材管理に努め、安全・安心で栄

養バランスのとれた、よりおいしい給食の提供に努めます。

（４）信頼される学校づくり
各学校における教育活動等の状況について学校の点検・評価及び保護者アンケート調査等

を適切に実施し、保護者等に積極的に情報提供する取り組みの充実に努め、学校評議員制度
など、保護者や地域住民が学校運営に参加する制度を効果的に活用するなど、地域に開かれ
信頼される学校づくりの推進に努めます。
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（５）安全・安心な学校・地域づくり
交通安全や自然災害についての安全教育及び不審者から身を守るための指導と対策につい

ては、関係機関の協力のもと、防犯ブザーの配布、教職員や地域関係者による通学路での街
頭指導や安全点検、交通安全教室の開催を継続して実施します。また、東日本大震災を教訓
に、災害発生時の子どもの安全確保についての対応を全学校で共通認識し、学校・保護者・
地域と一体となった防災教育の充実に努めます。

（６）教育環境の整備・充実
学校は、児童・生徒が多くの時間を過ごす学習及び生活の場であるとともに、災害時には

町民の避難場所としての役割を果たすことから、安全で安心な学校施設の整備や避難施設と
しての機能強化に努めます。さらには、パソコンの更新など情報化に向けた整備など緊急性
や必要性に応じて教材、機器、設備等の更新整備を図ります。
また、教員住宅やスクールバスなどは、計画的な整備を図るとともに、安全で安心な給食

の提供のため学校給食センターの機器、設備等の整備に努めます。

■施策の実施項目
◇小学校管理 ◇中学校管理
◇スクールバス管理運営 ◇外国語指導助手配置
◇特別支援員配置 ◇要保護・準要保護等支援
◇教員住宅管理運営 ◇緊急地震通報システム整備
◇中学校放送設備改修 ◇学校給食センター管理運営
◇後志教育研修センター運営負担金
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２ 社会教育

■現状
今日の急激な社会情勢の変革や個人の価値観の多様化、ライフスタイルの変化などから、

それぞれの個人に適した学習内容を選択して、生涯を通じて学ぶことができる学習機会の充
実が望まれています。
本町では、家庭教育、青少年教育、成人教育、高齢者教育という領域区分での各種教室や

講座などの充実が求められています。

また、得られた学習の成果を、ボランティア活動などを通じて自発的に地域社会に還元す
ることができる生涯学習の実現が求められています。

一人ひとりが余暇時間の過ごし方を模索し、主体的に学習の機会を活用できるよう講座や
講演などの情報を積極的に提供していくとともに、学校、家庭、地域などと連携して地域の
学習活動を推進していく必要があります。

町民の学習活動の場となっている総合文化センターや各地区会館などの利活用や、図書の
充実などが求められています。

■施策の内容
（１）生涯各期における学習機会の充実
生涯にわたって町民の自主的かつ積極的な学習活動を支援するため、年齢期に合わせた領

域区分での教室や講座を開催するとともに、様々な分野の生涯学習に関する情報の提供に努
めます。
また、自らの学習成果が、ボランティア活動などを通じて地域活動に生かすことができる

体制づくりに努めます。

（２）家庭教育の向上
家族の絆や社会的マナー学習の場として家庭教育の重要性について周知、啓発を図るとと

もに、親子で体験できる学習機会の充実や講座の開催などにより家庭教育力の向上に努めま
す。
また、地域全体で子育てを支援できるよう、学校、ＰＴＡ及び子育て支援センター等と連

携強化を図り、子育てを行う親が孤立しない地域づくりに努めます。

（３）青少年教育の推進
次代のまちづくりを担う青少年の健全育成を図るため、町内の自然や資源を活かした体験

活動や、地域における指導者などを活用した学習活動を推進します。
広い視野や社会性を身につけるため、全道、全国的な研修や体験学習の機会の情報提供を

行い参加の奨励に努めます。
また、豊かな情緒や社会性を育むために文化・芸術活動などの学習機会を提供することに

努めます。
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（４）成人教育の推進
地域を支える中心的世代のリーダーとして、積極的にまちづくりに参画、活動できる人材

の育成推進に努めます。
各地区で開催している成人学級、文化講演会、教育講演会や文化教室などの学習プログラ

ムの提供や、北しりべし定住自立圏連携により小樽市が開催する市民教室などの情報提供に
より、多様化、高度化する学習ニーズへの対応に努めます。

（５）高齢者教育の推進
高齢者の生きがいづくりに役立つ研修や教室の開催に努めます。
高齢者の知識や経験などが生かせるボランティア活動や各種行事への参加を支援し、生き

がいを高め、積極的な社会参加が促進されるよう努めます。

（６）地域学習活動の推進
地域や家庭での教育力の向上を図るため、ＰＴＡや社会教育関係団体への支援に取り組み

ます。
利用しやすい学習の場を確保するため、総合文化センター、地区会館や学校施設の活用を

促進するとともに、施設整備に努めます。

■施策の実施項目
◇家庭教育・青少年教育推進 ◇成人教育推進
◇高齢者教育推進 ◇社会教育指導体制充実
◇社会教育施設管理運営
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３ 文化、スポーツ・レクリエーション

■現状
芸術文化活動は、人々に心の安らぎと感動を与え、豊かな創造力と人間性を育むことや、

人と人との交流が広がるなど、地域住民の生きがいと潤いを生み、その過程において地域社
会の活性化を図る重要な役割を果たしています。しかし、近年は文化団体会員の高齢化や固
定化により活動の停滞が懸念されていることから、芸術鑑賞機会の確保のほか文化活動の担
い手の育成が求められています。

町には、積丹町無形文化財として指定されている「鰊場音頭」のほか、地域により保存伝
承活動が行われている幌武意太鼓、各地区の「神楽」など古くから伝わる郷土芸能や習わし
があり、これらを後世に伝えて行くため資料としての整理保存や後継者の確保が必要です。
また、古くからの生活様式を伝える郷土資料・民具の集約と分類・整理については、現在、

旧幌武意小学校を拠点に行っていますが、引き続きその活用方法等の検討を行う必要があり
ます。

スポーツ・レクリエーション活動は、人々が豊かな心とたくましい身体をつくるため生涯
を通じて自発的に行われる活動であり、参加者の連帯感を生み、地域への連帯感醸成への期
待が持たれています。少年団活動やサークル活動の支援とともに、健康、体力づくりや高齢
者の転倒予防対策などを含めた、生涯にわたってスポーツ活動を行うための支援が求められ
ています。

■施策の内容
（１）芸術文化活動の振興
地域に根ざした創造的な芸術文化活動により、心の豊かさを培い、創造性豊かな地域文化

を推進するため、文化団体等への支援に取り組むとともに、人材の育成確保に努めます。
優れた芸術文化鑑賞機会を提供するとともに、積丹町文化祭など芸術文化活動への町民参

加の拡大を図ります。

（２）郷土芸能・資料、民具などの保護と活用
町民共有の財産ともいうべき貴重な郷土芸能や資料、民具などを保存・保護し、これらを

活用した地域づくりのため、学芸員等の専門的知識を有する者による関係資料の収集、整理
有効活用のあり方の検討を進め、積丹町の地域特性を活かした文化財の保存活用事業の充実
に努めます。
無形文化財「鰊場音頭」や地域に伝わる伝統文化の保存、継承のため、後継者の育成や保

存会などへの支援に努めます。

（３）生涯スポーツの普及と推進
多くの町民が気軽にスポーツ・レクリエーション活動に親しめる機会の創出に努め、体力

づくりや健康づくりに取り組める環境づくりに努めます。
スポーツの普及と競技力向上のため、スポーツ団体の育成に努めるとともに、指導者の養

成に努めます。
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（４）施設の整備と有効活用
生涯スポーツの推進に向けた環境づくりのため、Ｂ＆Ｇ海洋センター（アリーナ、プール）、

野外スポーツ林スキー場などの計画的な整備を進めるとともに、小・中学校体育館などを含
めた既存施設の利用促進と有効活用に努めます。

■施策の実施項目
◇芸術文化活動振興 ◇郷土文化等保存継承
◇生涯スポーツ普及推進 ◇海洋センター管理運営
◇野外スポーツ林スキー場管理運営 ◇社会体育施設管理運営
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Ⅱ 地域ぐるみでつくる健康、支えあう福祉のまちづくり 〔町民福祉〕

１ 地域福祉

■現状
高齢化の進行、核家族やひとり暮らし世帯の増加など生活スタイルや価値観の多様化に伴

い、地域のコミュニティや相互扶助機能が弱体化しており、ひとり暮らし高齢者や障がい者
等を支えあう体制の見直しが求められています。

多様化する福祉ニーズに対応した、地域の課題を地域で解決するために、地域福祉の重要
な役割を担う社会福祉協議会や関係団体等と連携し、地域に根ざした継続的な活動を担う地
域力※の育成が求められています。

■施策の内容
（１）地域福祉活動の推進
多様化する福祉ニーズに対応した、地域の福祉活動を円滑に推進するため、社会福祉協議

会や関係団体等の活動の機能充実を支援するとともに、福祉ボランティアの育成を図るなど、
地域の様々な団体や個人が相互に連携して地域社会全体で支えあう仕組みづくりを整え、住
み慣れた地域で安心して生活できるようよう努めます。

（２）福祉意識の啓発・高揚
町民が地域福祉に関する活動に積極的に参加できるよう、福祉制度や福祉活動についての

情報提供を積極的に行い、福祉意識の啓発と高揚を図ります。

（３）公共施設等のバリアフリー※推進
身体的状況や年齢にかかわらず、すべての人が住み慣れた地域で自由に活動し、安全で快

適な生活ができるよう、公共施設等のバリアフリー化に努めます。

■施策の実施項目
◇町社会福祉協議会運営 ◇町民生委員協議会運営
◇成年後見制度利用支援 ◇福祉意識啓発推進
◇公共施設等バリアフリー推進 ◇国民年金に関する事務

地 域 力：地域社会の問題について市民や企業をはじめとした地域の構成員が、自らその問題の所

在を認識し、自律的かつ、その他の主体との協働を図りながら、地域問題の解決や地域

としての価値を創造していくための力のこと。

バリアフリー：障害のある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去するという意

味。
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年 度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度
出生数 ２１人 １１人 １２人 １５人 ８人

（資料：住民基本台帳）

年 度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度
びくに保育所 ２７人 ２２人 ２４人 ２５人 ２５人
みなと保育所 １４人 １６人 １５人 １３人 ６人

（毎年度１０月１日現在）

（資料：福祉行政報告）

２ 子育て支援・児童福祉

■現状
少子化の進行は全国的な傾向にありますが、本町においても年間出生数は減少傾向にあり、

人口対策の観点からも安心して生み育てることができる環境づくりが求められています。

近年、少子化や核家族化の進行、地域での人間関係の希薄化などにより、地域や家庭にお
ける子育て力が低下してきています。従来の子育てと仕事の両立のための支援に加え、子育
て親子の交流、情報提供などによる専業主婦家庭への子育て支援、さらには児童虐待を防止
する体制の強化などが求められています。

保育所における保育環境は、女性の社会進出の増加、ライフスタイルや就労形態の多様化
などにより大きく変化しており、安心して働くことができる保育環境の整備が求められてお
り、保育サービスの充実改善が必要になっています。

ひとり親家庭は、就労や生活面で様々な課題を抱えることが少なくないため、相談・支援
体制の充実などが求められています。

【町内における出生数の推移】

【保育所の入所児童数の推移】

■施策の内容
（１）子育て支援の充実
子育てに対する不安の解消と児童の健全育成を図るため、保健師などによる子育てに関す

る相談助言体制の充実を図るとともに、子育て支援センターにおいて親子同士が交流、仲間
づくりができる場の確保に努め、子育て家庭が孤立することのないよう情報提供に努めます。

（２）児童福祉対策の充実
安心して子どもを産み、健やかに育てる環境づくりのため、発達段階に応じた子育てにつ

いての知識、技術の習得に向けた支援の強化を図り、地域全体で子どもの健全な成長を見守
る体制の整備に努めます。児童が安全に遊ぶことができるよう、児童公園等の整備に努めま
す。
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（３）保育サービスの充実
就業形態やライフスタイルの変化により多様化する保育ニーズに対応し、保護者等が安心

して園児を通園させることができるよう保育サービスの充実と施設整備に努めます。

（４）ひとり親家庭への支援
ひとり親家庭に対する支援制度の周知、生活実態に応じた助言、指導などによる自立の促

進に努めます。

■施策の実施項目
◇乳幼児医療費等支援 ◇子育て世帯支援
◇児童公園管理運営 ◇保育所管理運営
◇子育て支援センター管理運営 ◇母子保健推進（「町民福祉・保健」重複掲載）
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年 昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年
総 人 口 ４，２７１ ４，０１２ ３，６４８ ３，１４９ ２，８６０ ２，５１６
高齢者人口 ７３８ ８７９ １，０２７ １，０６１ １，０６９ １，０１３
高 齢 化 率 １７．３％ ２１．９％ ２８．２％ ３３．７％ ３７．４％ ４０．３％

（単位：人）

（資料：国勢調査）

区 分 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
人 数 １７ １０ ４１ ３８ ２２ ２１ １５

（単位：人）

（資料：町住民福祉課）

３ 高齢者福祉

■現状
急速な少子高齢化の進行により、本町の高齢化率は平成２３年３月末現在で４０．８％であり、

平成３２年には４６．６％と推計され、２人に１人が６５歳以上の超高齢社会になることが予想され
ており、高齢社会を支える体制の整備、充実が急務となっています。

また、介護や支援を必要とする高齢者も増加することが予想され，高齢者が住み慣れた地
域で自立した生活を送るためには、在宅を基本とした各種サービスの提供はもとより、でき
る限り介護が必要な状態にならないよう、介護予防と生活支援の充実が一層重要となってい
ます。

高齢者がいきいきと自立して暮らしていくためには、多様な暮らし方に対応した生きがい
づくりの場や就労の機会など、高齢者が積極的に社会参加できる環境づくりが必要です。
また、高齢者の豊かな経験や知識をまちづくりに活かすため、老人クラブや生産活動セン

ターなどの自主的な活動を支援する必要があります。

高齢者の生活に関する保健や医療の制度や仕組みは複雑化しており、理解不足によって不
利益がもたらされる恐れがあります。高齢者がこれらに対する理解を深めるため、高齢者の
視点に立った分かりやすい情報の提供が重要になっています。

介護保険に関する事業は、平成２１年４月から、後志１６町村で構成する後志広域連合により
運営されています。町民が円滑に制度を利用できるよう、構成町として、積極的に広域連合
組織の運営に関わる必要があります。

町内には、通所介護施設と高齢者の居住施設が併設された「エイジングステーションやす
らぎ」がありますが、住民アンケート結果では、今後、在宅での生活が困難になった時に利
用できる高齢者福祉施設等の充実を求める割合が高くなっています。また、福祉施設等の設
置を求める動きもあることから、福祉施設等の充実について検討する必要があります。

【高齢者人口及び高齢化率の推移】

【介護認定者数（平成２２年）】
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年 度 総世帯数 総人口
被保険者数

総 数 内７５歳以上 内７５歳未満
平成２０年度 １，２９８ ２，７２９ ６０８ ５７９ ２９
平成２１年度 １，２７５ ２，６５６ ６０１ ５８０ ２１
平成２２年度 １，２４１ ２，５４９ ５８６ ５７２ １４

（注）７５歳未満の被保険者は、一定の障がいを有する者 （資料：町住民福祉課）

【後期高齢者医療被保険者数の推移】

■施策の内容
（１）生きがいづくりと社会参加の促進
高齢者が生きがいを持って充実した生活を送るため、地域におけるボランティア活動や生

涯学習、スポーツ活動、世代間交流などの幅広い生きがいづくり活動や就業機会の提供など
に努めるとともに、高齢者の豊富な知識や経験などを活かして積極的に社会参加できる環境
づくりに努めます。

（２）健康づくりと介護予防の推進
高齢者が要介護状態になることや要介護状態の悪化を予防し、できる限り健康でいきいき

とした生活が送れるよう、保健・医療・福祉の関係機関が連携を図りながら、それぞれの状
態に応じた健康づくりや生活機能低下の早期発見・早期対応を行う介護予防施策に努めます。

（３）高齢者の尊厳を支える地域ケア体制の推進
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、個人としての尊厳を尊重しつつ、

高齢者を社会全体で支える体制づくりを進めるため、地域包括支援センターを中心に、保健・
医療・福祉の関係機関の連携を強化し、必要な情報の共有と活用を図ります。
相談体制や各種サービスの充実を図り、高齢者虐待防止や成年後見制度の活用をはじめと

する権利擁護などに努めます。

（４）安心できる在宅生活の支援
交通事故や消費生活トラブルから高齢者を守るため、交通安全や防犯対策の取り組みや災

害時等の緊急時における安全対策を強化するとともに、高齢者が住み慣れた家庭や地域で必
要なサービスを利用しながら過ごせるよう各種サービスの充実に努めます。
また、重度の認知症や専門的な介護が必要な高齢者もいることから、地域のニーズや課題

等を見極めながら、福祉施設等の充実のため民間事業者の誘致活動を含めたその方策につい
て検討します。

■施策の実施項目
◇敬老等高齢者福祉推進 ◇町老人クラブ連合会運営
◇高齢者在宅生活支援 ◇高齢者教育推進（「生涯学習・社会教育」重複掲載）
◇町高齢者生産活動センター運営 ◇エイジングステーションやすらぎ管理運営
◇地域包括支援センター運営 ◇介護保険事業運営負担金
◇後期高齢者医療事業運営負担金

Ⅱ 地域ぐるみでつくる健康、支えあう福祉のまちづくり〔町民福祉〕
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区 分
種 別

計
視覚障がい

聴覚・平衡
機能障がい

音声言語
障がい

肢体不自由 内部障がい

等

級

１級 ２ － － １６ ３４ ５２
２級 － ４ － ２６ － ３０
３級 １ ２ － ２３ ９ ３５
４級 － １２ － ３９ ７ ５８
５級 － １ － １６ － １７
６級 ４ ６ － ３ － １３
計 ７ ２５ ０ １２３ ５０ ２０５

Ａ（重度） Ｂ（中軽度） 合 計
４ ７ １１

１級 ２級 ３級 計
－ ４ ２ ６

（単位：人）

【療育手帳交付状況】 （単位：人）

【精神保健福祉手帳交付状況】 （単位：人）

４ 障がい者福祉

■現状
本町では、平成２３年１０月１日現在、２０５名が身体障がい者手帳の交付を受けており、相談

支援や障がいの種類や程度に応じたサービスの提供を受けています。

障がいの状況は、人によって様々でありますが、住み慣れた家庭や地域で安心して暮らし
たいと思う気持ちは、皆、同じであることから、関係機関が連携し、地域におけるサポート
体制の充実により、障がい者の自立と社会参加の実現を図る必要があります。

また、幼少期に障がいを発見することは、障がいの予防や軽減につながることから、関係
機関との連携による早期発見と一貫した療養など支援体制の整備を図るとともに、一人ひと
りにあったサービスが提供できるよう、相談体制や情報提供の充実が求められています。

【身体障がい者（児）手帳交付状況】

■施策の内容
（１）障がいの早期発見と発達支援の充実
乳幼児健診や保育所での保育などを通じて、発達に関する相談や適切な指導を受けること

ができるよう体制づくりに努めます。

（平成２３年１０月１日現在）
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（２）自立と社会参加の支援
障がい者に対する相談支援を専門的に実施する「北しりべし相談支援センター」の利用に

ついて周知を図るとともに、ノーマライゼーション※理念の一層の浸透を図り、障がい者が
自立して社会参加することができる条件整備を図ります。

日常生活における様々な負担を軽減するため、補装具など福祉用具の給付や障がい者医療
制度などに基づく支援を推進します。

■施策の実施項目
◇障がい者医療費等支援 ◇北しりべし相談センター運営負担金
◇町身体障がい者福祉協会運営

ノーマライゼーション：１９６０年代に北欧諸国から始まった社会福祉をめぐる社会理念の一つ。障がい者

と健常者とは、お互いが特別に区別されることなく、社会生活を共にするのが

正常なことであり、本来の望ましい姿であるとする考え方。

Ⅱ 地域ぐるみでつくる健康、支えあう福祉のまちづくり〔町民福祉〕
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５ 保健

■現状
本町の４０歳以上の疾病は、糖尿病、高血圧や脳卒中などの生活習慣に根ざした生活習慣病

の比率が非常に高く、また、生活習慣病に移行すると思われるその予備軍も多い状況にあり、
一人当たりの医療費も高い傾向が見られます。町民一人ひとりが健康に関心を持ち、正しい
生活習慣を身につけ、心身の健康づくりに取り組む必要があります。

歯の健康は全身の健康に影響を与えていることから、妊婦・乳幼児期からの虫歯予防習慣
の推進、小中学生に対する歯科保健の充実や８０歳になっても自分の歯を２０本以上残そうとい
う「８０２０（ハチマル・ニイマル）運動」など生涯を通じた歯の健康管理が必要です。

国民健康保険に関する事務については、平成２１年度より後志管内１６町村により構成される
後志広域連合により運営されており、円滑な事業の推進を図るため関係機関や構成自治体と
の連携が必要です。

■施策の内容
（１）健康づくりの支援
町民の健康に対する意識を高め、日頃からの自発的な健康づくりを支援するために、健康

診査の受診促進と健康状態に応じた保健指導を通して生活習慣病の予防を促進します。また、
栄養指導や歯科保健などを含めて、乳幼児から高齢者までの生活に即した健康づくりを支援
します。

（２）疾病予防の充実
早期発見、早期治療が必要ながん等の疾病について各種検診、検査の受診率向上のための

啓発に努め、病気の早期発見と治療を促すとともに、事後相談などを通じて改善策の提案や、
健康な生活を送るための食生活や運動習慣の指導など知識の普及に努めます。

（３）母子保健の充実
安心して子どもを生み育てる環境づくりを進めるため、妊婦・乳幼児健診や訪問・相談事

業の充実に努めます。

（４）国民健康保険事業の運営
国民健康保険に関する事務を後志広域連合が運営するため、構成町として必要な推進体制

に努めます。
国民健康保険事業は、構成町村が個々に国民健康保険税を賦課徴収して広域連合に負担金

として納付する方法により運営しています。本町の国保財政は、医療給付費に対し保険税賦
課額が不足しており一般会計からの繰入金により収支不足を補っていることから、医療給付
費に見合った国民健康保険税についての検討が必要となっています。
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年 度 総世帯数 総人口
加入世帯数 被保険者数

総 数 加入率 総 数 加入率
平成２０年度 １，２９８ ２，７２９ ６１２ ４７．１ １，１６９ ４２．８
平成２１年度 １，２７５ ２，６５６ ５９３ ４６．５ １，１４０ ４２．９
平成２２年度 １，２４１ ２，５４９ ５７８ ４６．６ １，０９８ ４３．１

（単位：人、％）

（資料：町住民福祉課）

【国民健康保険加入状況の推移】

■施策の実施項目
◇ガン検診・健康診査等推進 ◇予防接種推進
◇母子保健推進 ◇成人保健指導推進
◇歯科衛生推進 ◇狂犬病予防・そ族昆虫駆除等対策
◇国民健康保険事業運営負担金

Ⅱ 地域ぐるみでつくる健康、支えあう福祉のまちづくり〔町民福祉〕
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６ 医療

■現状
本町には、町立国保診療所と民間歯科診療所が１カ所ずつあり、町民の一次医療※を担っ

ています。子育て期や高齢期を迎える年齢層から医療の充実が望まれる一方、医療ニーズの
多様化から町外の医療機関を受診する町民が多いのも実情です。
一次医療を担う本町としては、少子高齢化に伴う医療ニーズに対応し、診療体制の充実に

努めることが必要です。

夜間、休日の救急医療体制の確保や、二次医療※、三次医療※の体制充実のため、広域医療
圏内の病院との連携を密にし、住民が安心して生活できる医療体制の確保を図る必要があり
ます。

■施策の内容
（１）地域医療体制の充実
少子高齢化に伴う医療ニーズに対応し、町民が常に安心して医療を受けられるよう、町立

国保診療所、民間歯科診療所の機能維持と診療設備・機器類の計画的な更新、整備に努めま
す。

（２）広域医療体制の確保
夜間、休日の救急医療体制の確保、周産期医療※や小児救急医療体制の充実確保のため、

余市町、小樽市や札幌市の二次医療及び三次医療機関との連携に努めます。

■施策の実施項目
◇町立国民健康保険診療所管理運営 ◇歯科診療所管理
◇地域医療体制確保

一次医療、二次医療、三次医療：一次医療は軽い症状の患者に対応する医療。二次医療は診療所等で対

応できない病気・入院・手術が必要な患者に対応する医療。三次医療

は二次医療で対応できない重篤な患者に対応する医療。

周産期医療：周産期（妊娠２２週から出生後７日未満）とその前後の期間の母子に生じがちな突発的な事

態に対応するための、産科と新生児科とを統合した医療。
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Ⅲ 自然と共生し、安全で快適な暮らしを実現するまちづくり
〔防災・生活基盤・環境〕

１ 防災・危機管理

■現状
本町は、長い海岸線と多くの土石流危険区域、急傾斜地崩壊危険区域や地すべり危険区域

を持つ地形的特性から、がけ崩れや地すべり、河川のはん濫、津波や高潮などによる災害が
起こりやすい環境にあります。

２級河川の美国川は、河川はん濫の危険性が高く、北海道による河川改修事業が進められ
ており、早期の完成が望まれています。
がけ崩れや地すべりなどに対する防災工事や河川改修工事などのハード対策※を進めると

ともに、災害に備えた警戒避難体制に係るソフト対策※の充実など、総合的な防災対策を図
る必要があります。

特に、平成２３年３月に発生した東日本大震災は、これまでの防災対策を一から見直すきっ
かけとなりました。本町においても、地域防災計画の見直しと津波避難計画及び原子力防災
計画の策定などが急務となっており、町民と一体となった防災・減災対策が必要となってい
ます。特に、災害発生時に深刻な被害を受ける恐れのある高齢者や障がい者など災害時要援
護者へのきめ細やかな対応が求められています。

また、国民保護法※における非常事態が発生した場合における、住民等の安全な場所への
避難のための体制づくりを進める必要があります。

■施策の内容
（１）防災対策の充実
災害を未然に防止するため、関係機関と連携し、危険箇所の把握・点検を進めるとともに、

河川や急傾斜地の改修工事を計画的に進めます。
津波避難計画や原子力防災計画の策定を進めるにあたっては、住民との情報共有や連携を

深め、「自らの身の安全は自らが守る」を基本に自主防災活動を促進するため、防災意識の
高揚と防災知識の啓発に努めます。

（２）災害応急活動体制の確立
災害時の応急活動体制の整備を図るため、役場庁舎や消防支署等の耐震化や防災機能強化

を図るとともに、避難所に防災用資機材を配備するなど防災拠点の機能強化を図ります。
また、ＩＰ告知端末機や屋外拡声機を活用した避難訓練や災害情報伝達訓練及び緊急情報

連絡体制の整備などを実施し災害非常時に備えるとともに、災害時相互応援協定を締結した
姉妹都市・高知県香美市を始め、他の自治体や関係機関との応援協力体制の確立に努めます。
高齢者や障がい者など自ら避難することが困難な災害時要援護者の把握に努め、支援体制

の充実に努めます。
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（３）国民保護措置の確立
国民保護法※に示す非常事態に備えるため、積丹町国民保護計画に基づいた体制づくりを

進めるとともに、国や北海道との連携や災害時の防災体制の活用などにより速やかな避難体
制の確立に努めます。

■施策の実施項目
◇防災対策推進 ◇地震・津波防災対策推進
◇原子力防災対策推進 ◇国民保護体制確立
◇治山事業推進

ハード対策とソフト対策：ハードとは道路や建築物、設備など主に施設に関するもの。それに対し、ソ

フトとは、人、システム、制度など主に運用に関するもの。

国民保護法：武力攻撃を受けた際の避難方法などについて定めた法律のこと。「武力攻撃事態等におけ

る国民の保護のための措置に関する法律」の通称。

Ⅲ 自然と共生し、安全で快適な暮らしを実現するまちづくり〔防災・生活基盤・環境〕
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実延長（�）
改良済 舗装済 橋 梁

延長（�） 率（％） 延長（�） 率（％） 箇所 延長（�）
８７．１ ５１．２ ５８．８ ３８．５ ４４．２ ３４ ０．４

年 度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度
降雪量 ９８１ １，１３２ ４８９ ５９７ ５８１ ６６５ ７８１

最大積雪深 ２０９ ２６８ ６９ １４３ ９９ １４６ １６９

平成２３年４月１日現在 （資料：道路施設現況調査）

【年間降雪量と最大積雪深】 （単位：�）

（資料：町建設課）

２ 道路・河川・除排雪・地籍

■現状
本町には、国道２２９号、道道野塚婦美線、道道船澗美国港線と町道１５７路線があり、住民生

活や産業活動にとって不可欠なものとなっています。
国道２２９号は、本町と他市町村とを結ぶ唯一の路線となっており、平成７年以降の積丹防

災事業により狭隘トンネルの別線新設や落石危険箇所などの解消が図られていますが、トン
ネル内のラジオ受信対策や監視カメラ増設などさらなる防災・安全対策への取り組みが必要
となっています。

また、道道２路線については、集落を結ぶ主要道であることから、安全通行を確保する対
策が必要となっています。
町道については、路面及び側溝の老朽化が進んでいることから、適切な維持管理に努める

必要があります。町が管理する橋梁については、建設後３０年を超える橋梁数が４０％を超える
状況にあることから、長寿命化修繕計画に基づき、効率的な修繕を図る必要があります。

河川については、２級河川の美国川、積丹川と、本町が管理する余別川、日司川、入舸川
などの普通河川がありますが、美国川については、河川はん濫や増水被害が発生しているこ
とから、北海道において河川改修事業が進められており、早期の完成が望まれています。ま
た、積丹川においても豪雨時の畑地冠水などの被害があることから、その対応が必要となっ
ています。

本町は、特別豪雪地帯に指定されており、積雪寒冷な冬期間は降雪や吹雪により町民生活
に支障をきたす厳しい環境にあります。
町道や公共施設の除排雪は、民間委託により実施していますが、冬期間の安心で快適な生

活の確保を図るため効率的な除排雪が求められています。
また、高齢化の進展に伴い、自力での自宅周辺の除排雪に支障をきたす高齢者世帯なども

見受けられることから、町道の除排雪や除雪サービスの連携などにより、地域ぐるみで冬期
生活の安心確保に努める必要があります。

積丹町に所在する土地の登記は、大正時代に作製された土地連絡図等が基本となり登記さ
れている状況にあるため、土地境界及び地積の適正な把握のための調査が必要な状況にあり
ます。

【町道現況】
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■施策の内容
（１）道路整備の推進
国道・道道については、安全通行等を確保するため、特に次の事項を継続して関係機関へ

要望していきます。
○国道２２９号
・ラジオ難聴トンネルの解消 ・監視カメラの増設
・法面土砂崩落対策

○道道野塚婦美線
・雪崩、土砂崩落対策

町道については、美国川河川改修事業により付け替えが必要となる町道の整備を行うとと
もに、適切な維持管理に努めます。また、橋梁長寿命化修繕計画に沿った、計画的な橋梁の
修繕に努めます。

（２）河川の整備
北海道が管理する２級河川の美国川改修事業の実施により、はん濫や増水被害が解消され

るよう早期の完成を引き続き要望します。また、美国川と積丹川における中州の土砂除去や
立木伐採などにより、増水時の被害が発生しないよう適切な管理を要望します。
町が管理する普通河川については、災害危険箇所の早期発見とその改修に努めます。

（３）効率的な雪対策の推進
国道、道道の道路管理者との連携を図り、冬の道路交通網の確保に努めます。
町道の除排雪については、安全で快適な冬の生活を確保するため、現行の出動基準（１０�

以上の降雪）による除排雪体制の充実、流雪溝管理やロードヒーティングを継続実施すると
ともに、計画的な除排雪機械の更新整備に努めます。
また、町民ボランティアなどと連携し、高齢者世帯などの除排雪に努めるなど、地域の実

情に即した総合的な克雪対策に努めます。

（４）地籍調査事業の実施
土地境界の明確化による紛争防止や課税の適正化等を進めるため、各集落における地籍調

査事業を計画的に進めます。

■施策の実施項目
◇国道２２９号整備 ◇道道野塚婦美線整備
◇町道維持管理 ◇町道整備
◇橋梁長寿命化対策 ◇町道等除排雪対策
◇美国地区流雪溝管理運営 ◇除排雪機械整備
◇河川の維持管理 ◇美国川河川改修事業推進
◇地籍調査推進

Ⅲ 自然と共生し、安全で快適な暮らしを実現するまちづくり〔防災・生活基盤・環境〕
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区 分 持 家 公営借家 民営借家 給与住宅※ 合 計

積丹町
世帯数（戸） ９１１ １０３ ５３ ６４ １，１３１
構成比（％） ８０．５ ９．１ ４．７ ５．７ １００．０

後志管内
世帯数（戸） ２６，６７５ ５，８０１ ６，３８８ ２，７８５ ４０，６４９
構成比（％） ６３．２ １４．３ １５．７ ６．９ １００．０

（資料：平成２２年国勢調査）

３ 住宅

■現状
本町は、管内他町村と比べて持ち家率が高く、民営借家率が低いのが特徴です。
そうした中、公営借家率は増加しており、依存率は持続している状況にあります。
少子高齢化の進行などに伴い、高齢者や障がい者が安全で安心して暮らせる住まいづくり

や子育て世帯が安心して子どもを育て、快適に暮らせる住環境の確保が求められています。

公営住宅（１０７戸）は、耐用年限を経過している住戸が約２割（２１戸）、耐用年限を２分の
１超過している住戸が約２割（２６戸）ありますが、約６割（６０戸）は比較的新しい住戸となっ
ています。
古い住戸には非水洗化住宅もあることから、住環境の改善と合わせた整備の必要があると

ともに、近年、美国地区の公営住宅には空き住戸が少ないことから、新たな整備の検討が必
要です。

人口対策の一環として、団塊の世代を中心とする移住希望者に本町での暮らしや空き家な
どの情報を提供する体制づくりが必要です。
また、近年、増加傾向にある空き家については、適正な管理が行われないことによる景観

の阻害、倒損壊の危険性や防犯上の問題など、その対策の必要性が増しています。

【住宅所有別世帯数】

■施策の内容
（１）快適な持ち家住宅の誘導
快適で環境にやさしい住まいづくりを進めるため、北国に適した住宅の普及を図るととも

に、住宅の建設やリフォームについての情報提供や相談体制の充実に努めます。

（２）公営住宅の整備活用
公営住宅等長寿命化計画に基づき、建替事業や改善事業を進め、居住水準の向上や住環境

の整備を図るとともに、住宅に困窮する世帯が安心して暮らせるよう住宅供給に努めます。

（３）町内での暮らしの情報発信
町外からの移住を促進するため、ホームページなどを活用し、町内での暮らしに関する様々

な情報の提供に努めます。
空き家の有効的な利用や適正な管理について、住宅所有者への周知啓発等に努めます。
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■施策の実施項目
◇公営住宅維持管理 ◇公営住宅改善事業推進
◇住宅建設や暮らしの情報などの提供・空き家管理についての啓発

給与住宅：勤務先の会社・官公庁・団体などの所有又は管理する住宅に居住すること。勤務先が借りて

いる一般住宅に住んでいる場合も含まれる。

Ⅲ 自然と共生し、安全で快適な暮らしを実現するまちづくり〔防災・生活基盤・環境〕
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４ 簡易水道・下水道

■現状
本町の水道事業は、来岸地区の簡易水道事業開始以来、無水地区に安全安心な水を供給し、

公衆衛生の維持向上を図るため地区毎に簡易水道施設を整備してきました。現在では、野塚
地区浄水施設と伊佐内地区浄水施設を有する、二水源一簡易水道施設で運営しており、水道
加入率は平成２３年３月末現在、７９．０％となっています。

下水道は、漁業集落排水事業により５地区で整備され、平成２３年３月末現在、対象地区戸
数３３５戸に対し加入戸数２４１戸、加入率７１．９％となっています。

今後も安全でおいしい水を安定的に供給するため、適正な水質管理や施設の維持を図る必
要があります。また、下水道利用の普及、促進を図ることによる公共用水域の水質保全の確
保が求められています。

人口減少や社会情勢の変化から、簡易水道事業及び下水道事業の経営は厳しい状況にあり、
効率的な経営が求められています。

■施策の内容
（１）安定した水の供給
町民の生活及び産業活動に欠かすことのできない水道水を安定的に供給します。

（２）公共用水域の水質保全
川や海などの公共用水域の水質保全や公衆衛生の向上を図るため、未加入世帯の加入促進

に努めます。

（３）簡易水道施設、下水道施設の改修更新
簡易水道施設、下水道施設の改修及び更新については、整備方針や効率性を検討しながら

優先順位を定め計画的に行うよう努めます。

（４）事業経営の効率化
事業に係る事務経費や施設の維持管理経費の節減に努め、経営の合理化とともに、業務処

理の効率化をめざします。
簡易水道及び下水道への加入促進に努めるとともに、料金の適正化を図ります。

■施策の実施項目
◇簡易水道施設管理運営 ◇下水道施設管理運営

基本計画

６４

基
本
計
画



５ 公共交通

■現状
本町における唯一の公共交通機関は、民間バス事業者が運行する路線バスのみであり、自

家用乗用車の利用が増える一方、バス利用者が減少し、バス事業の運営が厳しい状況にあり
ますが、高齢者や通学生には欠かせない交通手段であり、運行の確保が必要です。

【路線バスの運行状況】
○美国～札幌 ２往復／日 ○美国～小樽 ８．５往復／日
○余別～小樽 ５往復／日 ○美国～余市 ０．５往復／日 計１６往復／日

（平成２３年度北海道中央バス冬ダイヤ）

■施策の内容
（１）公共交通の確保
積丹町から町外への通学、通院などに路線バスは欠かせない公共交通となっていることか

ら、運行本数の維持確保をバス事業者に要望します。
人口減少による利用者の一層の減少や、国や道の運行経費補助制度の改正などにより、そ

の運行維持が困難となる可能性もあるため、近隣市町村との連携を深め、バス路線維持に向
けた要望活動にも努めます。

また、バス路線維持と並行して公共交通バス路線の空白地帯となっている、丸山地区、神
岬地区の交通確保を図るための総合的な施策について、検討を行う必要があります。

■施策の実施項目
◇公共交通維持対策

Ⅲ 自然と共生し、安全で快適な暮らしを実現するまちづくり〔防災・生活基盤・環境〕
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６ 情報通信・情報化

■現状
平成２３年７月の地上デジタルテレビ放送への移行に合わせ、町内全域を光ファイバで結ぶ

地域情報通信基盤整備事業により、各家庭等へテレビ再送信（地上デジタル放送及びＢＳデ
ジタル放送）、ＩＰ告知端末機による情報伝達やＩＲＵ契約※によりＮＴＴ－東日本がブロー
ドバンド※サービスの提供を行っています。

ＩＰ告知端末機は、音声と映像により各家庭等への情報伝達が可能であることから、町か
らの行政情報の伝達の他、災害などの緊急時の通信連絡やコミュニティ情報のお知らせなど
有効的な活用を図る必要があります。

インターネット環境や情報発信力を充実し、行政サービスの向上や地域の活性化に活用し
ていくことが必要です。また、情報通信技術の活用を広めていく一方で、個人情報の保護や、
情報通信技術を使いこなせる力を町内で高めていくことが必要です。

■施策の内容
（１）地域情報通信基盤施設の運営管理
地域情報通信基盤施設（光施設）は、テレビ視聴をしている全町の各世帯等から使用料を

負担してもらい町が運営管理を行っています。テレビ視聴や情報伝達機能など住民生活に深
い関わりを持つ施設であることから、適切な運営管理に努めます。

（２）情報ネットワークの有効活用
広報をはじめ情報や知識の共有、コミュニケーション手段としてより一層情報通信技術を

活用することが予測されます。住民の活用できる力を高めつつ、高齢者対策、健康づくり、
生涯学習推進、防災対策や産業振興など住民生活の安全性、利便性の向上に情報通信技術を
活用します。

■施策の実施項目
◇地域情報通信基盤施設管理運営

Ｉ Ｒ Ｕ 契 約：関係当事者の合意がない限り、破棄したり、終了させることができない永続的な回線

使用権のこと。

ブロードバンド：電波や電気信号、光信号などの周波数の帯域幅が広いこと。また、それを利用した高

速・大容量な通信回線や通信環境。

基本計画
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７ 葬斎場・墓地

■現状
本町には、昭和５４年に建設した葬斎場があり、年間の火葬件数は５０件程度であります。こ

れまでも大規模な火葬炉の改修などを行っていますが、築３２年以上を経過しているため、計
画的な改修や建替の検討が必要となっています。

墓地については、町内９ヵ所があり、墓地管理人の協力のもと、環境整備に努めています。
高齢者の皆さんや誰もが利用しやすい環境整備が求められています。

また、美国地区の未利用の墓所区画数が残り少なくなっていることから、駐車場並びに通
路の環境整備などを含めた拡張、造成の検討が必要となっています。

■施策の内容
（１）葬斎場の整備
葬斎場については、計画的な改修に努めるとともに、建替の必要性についての検討を行う

必要があります。火葬炉については、定期的な保守点検や修繕に努めます。

（２）墓地の整備
墓地管理人との連携の下、適正な管理と環境の整備に努めます。
墓所需要の推移を見極め、拡張・造成について検討していきます。

■施策の実施項目
◇葬斎場管理運営 ◇共同墓地管理運営

Ⅲ 自然と共生し、安全で快適な暮らしを実現するまちづくり〔防災・生活基盤・環境〕
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区 分 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度
し 尿 １，８８７．４ １，８６４．２ １，８０８．３ １，７３７．８ １，６７９．５
浄化槽汚泥 ６３２．３ ５６３．３ ５９９．９ ５８４．６ ５５０．４
合 計 ２，５１９．７ ２，４２７．５ ２，４０８．２ ２，３２２．４ ２，２２９．９

区 分 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

生活系

可 燃 ご み １，１００．４ ４９８．８ ４７５．１ ４４３．４ ４３７．７
不 燃 ご み ９３．０ ５６．９ ４９．１ ４１．３ ３６．４
資 源 物 ２０３．６ １６６．３ １４２．６ １１７．１ １１２．０
プ ラ ご み ２４．２ ５１．７ ４２．７ ４２．７ ４８．４
粗 大 ご み ２．９ ０．３ ０．２ ０．２ ０．４

計 １，４２４．１ ７７４．０ ７０９．７ ６４４．７ ６３４．９

事業系
可 燃 ご み ９３．０ １０６．１ １０７．８ １１０．５ １０４．２
粗 大 ご み － ７．９ ５．０ ７．８ ５．０

計 ９３．０ １１４．０ １１２．８ １１８．３ １０９．２
合 計 １，５１７．１ ８８８．０ ８２２．５ ７６３．０ ７４４．１

（単位：ｋ�）

【ごみの種類別収集量】 （単位：ｔ／年）

８ ごみ処理・リサイクル・し尿処理

■現状
本町の一般廃棄物は、燃やせるごみ（可燃）、燃やせないごみ（不燃）、廃プラスチック類、

資源ごみ、有害ごみ、粗大ごみに分別しています。燃やせるごみと資源ごみは、北後志１市
５町村で組織する「北しりべし廃棄物処理広域連合」で処理し、燃やせないごみと粗大ごみ
は町一般廃棄物最終処分場施設（クリーンセンター）で埋立処理し、廃プラスチック類と有
害ごみの処理は民間業者に委託しています。

本町では、平成１９年４月から家庭ごみの有料化を実施することにより、ごみ処理に対する
町民意識にも変化が見られ、今後も排出抑制に向けた取り組みやより効率的な処理に努める
ことが必要です。
事業系ごみについては、発生の抑制や適正な処理に向けて、指導や啓発を進めていく必要

があります。

ごみの不法投棄は、年に数件見受けられることから、啓発活動や巡回監視体制の強化に努
めるとともに、ごみの排出抑制や再資源化への町民意識の高揚を図りながら循環型社会に向
けた取り組みが必要です。

町内５地区の下水道施設に加入していない世帯や非水洗化住宅のし尿処理は、北後志５町
村で組織する北後志衛生施設組合がし尿収集と処理を行っています。年間収集量は減少の傾
向にありますが、組合の処理施設（昭和４４年建設）の老朽化に伴う施設整備が課題となって
います。

【し尿等収集量】
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区 分 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

ビ ン 類

透 明 １１，７３２．０ １０，３１１．０ １０，２２８．５ ９，８４３．５
茶 色 １７，２８８．５ １５，３１１．０ １４，８０８．５ １４，０８５．５
そ の 他 ５，０９５．０ ３，９２１．０ ３，４４５．５ ３．５７３．０
生 き び ん ５，６７２．０ ５，０９７．０ ５，００９．５ ４，５１７．５
ビ ン 類 計 ３９，７８７．５ ３４，６４０．０ ３３，４９２．０ ３２，０１９．５

紙 類

新 聞 ６１，６４３．５ ５２，５９５．５ ４０，５４２．０ ３９，１４６．５
段 ボ ー ル ２２，６３７．５ １７，２８６．０ １４．３４６．０ １３，４４７．０
雑 誌 １６，４６４．０ １３，４８３．５ ９，３９７．５ ９，１０１．５
紙 パ ッ ク ５８１．５ ５２０．０ ３７８．５ ３５４．０
紙 類 計 １０１，３２６．５ ８３，８８５．０ ６４，６６４．０ ６２，０４９．０

缶 類
スチール缶 １０，５００．０ ７，６９０．０ ６，２２０．０ ５，５１０．０
ア ル ミ 缶 ６，７４０．０ ５，８６０．０ ４，７３０．０ ４，４９０．０
缶 類 計 １７，２４０．０ １４，０６０．０ １１，３２０．０ １０，２９０．０

ペットボトル
ペットボトル １１，５１０．０ ９，９０１．５ ７，６２９．５ ７，７４９．５
ペ ッ ト 計 １１，５１０．０ ９，９０１．５ ７，６２９．５ ７，７４９．５

合 計 １６９，８６４．０ １４２，４８６．５ １１７，１０５．５ １１２，１０８．０

（単位：�）【リサイクル物の資源化実績量】

■施策の内容
（１）ごみ減量化に向けた意識啓発
ごみの減量化に向けた意識高揚を図るため、「出さない（リデュース＝Reduce）、再使用

（リユース＝Reuse）、再利用（リサイクル＝Recycle）」の３Ｒへの取り組みの普及、推進に
努めます。

（２）ごみ・資源物の適正処理
各家庭から排出されるごみや資源物のより徹底した分別の啓発に努め、ごみの減量化と資

源物の適正処理を促進し、また、効率的な収集体制の構築を図ります。
事業者に対しても資源化に関する情報提供や適正な処理への指導と啓発に努めます。
不法投棄などの未然防止を図るため、住民の協力や警察などと連携し、啓発活動やパトロー

ルなど監視体制の充実に努めます。

（３）施設の有効活用
クリーンセンターについては、もやせないごみと粗大ごみの埋め立て処分を行っています

が、施設の埋め立て処理容量に限界があることから、有効的な活用とその後の対応について
検討しなければなりません。

（４）生活排水等処理の充実
下水道処理施設区域外は公共水域の環境保全を図るため、合併処理浄化槽による水洗化の

普及に努めます。

Ⅲ 自然と共生し、安全で快適な暮らしを実現するまちづくり〔防災・生活基盤・環境〕
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北後志衛生施設組合が行うし尿の収集処理については適正な処理が行われるよう、また、
老朽化が進む組合施設の施設整備については計画的な改修整備等が図られるよう、関係町村
と連携して組合運営にあたります。

■施策の実施項目
◇一般廃棄物・リサイクル物収集 ◇一般廃棄物最終処分場管理運営
◇北後志衛生施設組合運営負担金 ◇北しりべし廃棄物処理広域連合運営負担金
◇合併浄化槽整備推進 ◇ごみ減量化・ごみ不法投棄未然防止啓発推進
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９ 環境保全

■現状
本町では、国定公園に指定された海岸線の環境美化・保全や町内清掃美化活動などに、町、

関係団体や地域をあげて取り組んでいます。また、町内では深刻な公害は発生しておらず、
良好な環境にあるといえます。

町内には、神威岬や積丹岬など国定公園に指定された海岸線と、水産動物の保護などを目
的とする保護水面河川に積丹川、余別川が指定されるなど貴重な自然環境が残されており、
余別川には自然とふれあい、学ぶことができるサクラマスサンクチュアリーセンターとその
周辺に親水公園が整備されています。
海と山に囲まれた貴重で豊かな自然環境に恵まれており、今後も森林と川と海の保全のた

めの取組が必要です。

■施策の内容
（１）環境意識の高揚
町民が、環境に対する意識の高揚と環境にやさしい行動ができるよう、環境情報の提供や

啓発に努めるとともに、関係団体や町民との協働による環境美化活動を進めます。

（２）生活環境の保全
快適な生活環境を保全するため、巡回や監視活動を実施し、公害の未然防止に努めます。

（３）緑化の推進
豊かな自然環境の保全とみどりの環境づくりを進めるとともに、自然との調和に配慮した、

自然とふれあうことができる環境づくりに努め、市街地の潤いづくりのため、花壇を整備す
る団体や町内会・自治会などの育成と支援に努めます。

（４）公園の整備
誰もが健康増進や気分高揚のために気軽に利用できる自然公園などの整備に努めます。

（５）町民参加型の森林づくり
余別川周辺の森林や「ＪＴの森積丹」など、町民の憩いの場となる森林を活用し、森林を

含めた環境保全活動に継続的に参加する住民グループを育成します。
また、これらの森林を活かし、森林浴や自然散策道の整備など観光産業との連携について

可能性を検討します。（分野「産業振興」、項目「林業」にも記載）

■施策の実施項目
◇自然公園等美化清掃等対策 ◇ごみ持ち帰り運動等環境美化啓発推進
◇公害防止等生活環境保全 ◇町民参加型森林づくり（「産業振興・林業」重複掲載）
◇自然公園等施設整備（「産業振興・観光」重複掲載）

Ⅲ 自然と共生し、安全で快適な暮らしを実現するまちづくり〔防災・生活基盤・環境〕
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１０ 生活安全

■現状
本町は、夏期間に観光入込み車輌により交通量が増える傾向にありますが、平成１２年８月

から平成２４年４月１日現在までの間、交通事故死ゼロの日・４，２４７日を記録しました。
交通安全運動推進委員会、交通安全協会と交通安全指導員会を主体に、交通安全を呼びか

ける街頭啓発や交通安全教室を開催していますが、今後も、歩行者・運転者ともに交通安全
に対する意識を高めていくことが必要です。

交通事故が発生しやすい箇所については、交通安全施設の設置（要請）に努めます。

防犯活動は、積丹町防犯協会を中心に、啓発活動や歳末特別警戒活動等を行っています。
地域住民の自主防犯意識の普及啓発と、被害者になりやすい児童並びに高齢者保護のための
防犯対策が必要です。

消費者生活に関わる対応については、北しりべし定住自立圏連携事業により小樽市に「小
樽・北しりべし消費者センター」が設置され、消費者トラブルへの対応や未然防止対策など
を広域で行っています。被害を防止するため、消費者への情報提供や相談体制の充実のほか、
高齢者が被害に遭う場合が多いため、福祉関係機関との連携により被害の防止に努めていく
必要があります。

■施策の内容
（１）交通安全の推進
交通安全意識と交通マナーやルールの向上を図るため、子どもたちや高齢者を中心に、交

通安全に関する意識の向上に努めるとともに、関係団体と連携し、交通安全に関する活動の
充実に努めます。
交通事故防止や安全確保を図るため、警察や道路管理者などとの協議を進め、交通安全施

設の整備を促進します。

（２）防犯活動の推進
犯罪の発生を抑制するための啓発活動や地域における自主的な防犯活動の推進を図り、犯

罪被害防止に努めます。子どもを不審者から守る防犯活動や青少年の健全育成活動を推進し
ます。
防犯灯の整備について、設置方法や場所の改善、ＬＥＤ照明※への移行を計画的に進めます。

（３）消費者保護の推進
商品販売やサービスの多様化に伴い、消費者が受ける被害も多様化・複雑化しています。

「小樽・北しりべし消費者センター」の活用周知とともに、関係団体や機関と連携し、悪質
商法などから住民を守る広報活動や相談体制の充実に努めます。

■施策の実施項目
◇交通安全対策推進 ◇地域防犯活動推進
◇街路灯等維持管理 ◇小樽・北しりべし消費者センター運営負担金

ＬＥＤ照明：発光ダイオードを使用した照明。発光ダイオードは省エネ・長寿命などの長所がある。

「Light Emitting Diode」の略。

基本計画
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１１ 消防・救急

■現状
本町の消防・救急体制は、昭和４９年に組織された北後志消防組合が担い、本部を余市町に

置き、本町には積丹支署と野塚分遣所があり職員１７名を配置しています。また、住民で構成
される積丹消防団（８分団、定数１１０名）があり、消火・防火・防災活動に取り組んでいます。

火災の発生は減少傾向にありますが、迅速な消火活動が行える体制を日頃から備えておく
ことが必要です。

救急需要の増大や高度な救急救命処置を必要とされていることから、救急救命技術の向上
や資機材の充実のほか、住民に対する応急手当方法などの普及、啓発に努める必要がありま
す。また、山岳遭難などに対応する、救助活動への対応や資機材整備も求められています。

近年、大雨、集中豪雨による被害が発生しており、迅速かつ的確な災害対応が求められて
います。

■施策の内容
（１）消防体制の整備
火災や災害に迅速かつ的確に対応するため、消防車輌・資機材の計画的な整備、消防救急

無線デジタル化や消防職員と消防団員の技術の向上と連携強化を図ります。
火災発生を最小限に防ぐため、広報活動等による防火防災意識の高揚と、高齢者など災害

時要援護者の安全対策のため、防火指導の充実に努めます。

（２）救急救助体制の充実
高齢化の進行に伴う高齢者を対象とした救急救命要請や、複雑多様化する災害や事故に対

応するため、救急自動車の高規格化や資機材の充実、救命救助技術の向上に努めます。
各種会合等に出向き、住民を対象とした救急講習会の開催などにより、ＡＥＤ※の使用方

法など応急手当対策の普及と促進を図ります。

（３）消防団の活性化
消防団と婦人防火クラブの活動の活性化により、地域に密着した活動を推進するため、訓

練や研修と併せて団員の確保と育成に努めます。
消防団活動能力の向上を図るため装備、資機材などの計画的な整備に努めます。

■施策の実施項目
◇北後志消防組合運営負担金 ◇北後志消防組合積丹支署施設等整備
◇消防救急デジタル無線整備 ◇救急講習会等開催・消防団活動推進

ＡＥＤ：自動体外式除細動器のこと。突然、心停止状態に陥った時、心臓に電気ショックを与えて、正

常な状態に戻す医療機器。Automated External Defibrillatorの略。

Ⅲ 自然と共生し、安全で快適な暮らしを実現するまちづくり〔防災・生活基盤・環境〕
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Ⅳ

（資料：新おたる農業協同組合）

年 総農家
自給的
農家

販売農家 経営耕地面積

専業
兼 業

総面積 田
畑

第１種 第２種 普通畑
牧草
占用地

作付
なし

平成１２年 １０２ ４８ ５４ ２５ １５ １４ ６４６ １ ６４５ ２９８ ３１７ ３０
平成１７年 ９７ ３９ ５８ ２１ ２０ １７ ５８２ － ５８２ １９１ ３８０ １１
平成２２年 ８１ ３０ ５１ ２３ １１ １７ ５６１ － ５６１ １４１ ４１６ ４

（戸、ha）

（資料：農林業センサス）

産業が連携し、豊かな地域資源をまもり活かすまちづくり
〔産業振興〕

１ 農業

■現状
本町の農業は、米の生産調整を契機として始まった酪農・肉用牛経営を中心として、低農

薬・低化学肥料のカボチャやジャガイモの契約栽培や、近年、生産高を伸ばしているハウス
栽培のミニトマトなど、畑作・野菜の生産も盛んです。

経営規模が比較的小さいことや、農業者の高齢化と後継者不足など構造的な問題に加え、
最近の農畜産物の価格低迷や生産資材価格の高騰、更にはＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携
協定）交渉開始といった国際化の進展など、外部環境の変化が経営を圧迫しており、農家戸
数の減少による農業生産力の低下や、耕作放棄地の増加が懸念されている状況にあります。

高品質な農畜産物の安定供給と、販路の確保・拡大を図り、収益性が高く持続可能な農業
経営を確立するとともに、担い手農業者への効率的な農地集約と新規就農者の受入体制整備
など、町農業の担い手を確保・育成していく必要があります。

【農畜産物生産高】

【農家数、経営耕地面積】

基本計画
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年 区分 合計 ２９歳以下 ３０～３９ ４０～４９ ５０～５９ ６０～６９
７０歳
以上 ７５歳以上

平成１２年
男 ５０ － ７ １４ １０ １４ ５ ５
女 ４ － － － １ － ３ １

平成１７年
男 ４９ － ３ １１ １５ １０ １０ ７
女 ９ － － ２ － ２ ５ ３

平成２２年
男 ４８ １ ２ １３ ９ １０ １３ ７
女 ３ － － － － － ３ ３

（人）

（資料：農林業センサス）

【年齢別の農業経営者数（販売農家）】

■施策の内容
（１）酪農・畜産経営の低コスト化
優良な後継牛の導入による繁殖成績の向上と、定期的な草地更新の実施による良質粗飼料

の確保を支援することで、生産コストの低減を促進し、酪農・畜産経営の安定化を図ります。
また、小規模経営においては、畑作との複合化により経営体質を強化します。

（２）高品質な農畜産物の安定供給
収益性の高い農業を目指すため、クリーン農業を推進し、安全・安心な農畜産物の安定供

給を図るとともに、その基盤となる「土づくり」を重視し、定期的な土壌診断と、畜産農家
との連携強化によるたい肥確保に努めます。
また、流通面においても、生産物の効率的な集出荷体制の整備と、適切な保管管理による

歩留まりの向上を図ります。

（３）販路の確保・拡大
高い評価を得ているこれまでの販売先との関係強化や、他産業と連携し、市場の拡大や農

産物の高付加価値化を図るとともに、６次産業化の推進に努めます。また、消費者との交流
を促進し、安全で良質な積丹産の農産物をＰＲします。

（４）担い手の育成・確保
担い手となる農業者への農地の利用促進を図る農地利用集積円滑化事業等を活用し、農地

の遊休化、耕作放棄地化の防止に努めます。また、新規就農希望者を安定的に受け入れるこ
とができるよう、住居や研修先の確保、就農時の支援など、受入体制の整備を進めます。

■施策の実施項目
◇農業委員会活動促進
◇農地利用集積円滑化事業推進
◇青年就農給付金事業推進
◇酪農畜産振興対策
◇畑作振興対策
◇有害鳥獣駆除対策
◇後継者育成対策
（「コミュニティ行財政・まちづくり活動」重複掲載）

Ⅳ 産業が連携し、豊かな地域資源をまもり活かすまちづくり〔産業振興〕
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２ 林業

■現状
国有林を含めて土地面積の８割を超える森林を持つ本町の林業は、基幹産業である水産・

観光資源の保全の観点から、水源林としての位置付けが重要となっていますが、所有形態は
町有林や一部の大規模所有者を除けば小規模な所有者が多く、高齢化も進んでいます。

水源林の造成のため、昭和３９年より河川流域に位置する町有林（約６００ha）について、分
収契約による整備を展開していますが、植栽後、相当期間を経過している森林が増えており、
利用間伐などの施業を実施する時期となっています。

本町の森林面積の７割以上を占める国有林と連携して森林整備を進めるため、平成２０年よ
り町の分収造林地と国有林の共同施業団地を設定し、路網を中心とした整備を進めており、
今後の森林施業により産出される地域材や林地未利用材の有効利用が求められています。

平成２２年からは、民間企業の社会貢献活動による支援を受け、協定により手入れの遅れた
森林を整備するとともに、保護水面（余別川・積丹川）の保全や生物多様性にも配慮した、
森と川と海が繋がる森林づくりの取組（「ＪＴの森積丹」）が始まりました。こうした取組に
より、森林整備への建設業者の参画（林建協働）の推進や、森林施業により産出される地域
材の有効利用、町民自らの参加による、森林づくりへの意識向上と交流促進などを進めるこ
とが必要です。

【町の森林率：８３％】（土地面積 ２３，８２０ha ／ 森林面積 １９，７６０ha）

基本計画
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■施策の内容
（１）国有林と連携した水源林の整備
町有林（分収造林地）と国有林との共同施業団地の取組により、路網の相互利用等による

施業の低コスト化や、積極的な利用間伐を推進し、適切な水源林の整備を進めます。

（２）森と川と海を繋ぐ森林づくりの推進
「ＪＴの森積丹」など、保育の遅れている森林の解消により、健全な森林づくりを進める
とともに、利用間伐等により地域材を供給します。また、保護水面等の周辺における生物多
様性に配慮した森林づくりを推進します。
私有林等における森林の整備については、国・道と連携してこれを支援します。

（３）林建協働による森林づくり
分収造林地や「ＪＴの森積丹」などで行われる森林整備の業務等について、町内建設業者

と森林組合等との連携や、林業機械の導入、作業者の育成の促進について検討します。

（４）地域材や林地未利用材の有効利用の促進
町が定めた地域材利用推進方針に基づき、公共施設等を活用して地域材の普及を促し、町

民の地域材利用の気運の醸成を図ります。
また、除間伐などにより産出される林地未利用材について、国有林と連携した効率的な搬

出・販売などによる木質バイオマス資源への活用を検討します。

（５）町民参加型の森林づくり
余別川周辺の森林や「ＪＴの森積丹」など、町民の憩いの場となる森林を活用し、森林を

含めた環境保全活動に継続的に参加する住民グループを育成します。
また、これらの森林を活かし、森林浴や自然散策道の整備など観光産業との連携について

可能性を検討します。（分野「防災・生活基盤・環境」項目「環境保全・公園・緑地」にも
記載）

■施策の実施項目
◇分収造林事業推進 ◇「ＪＴの森」森林整備・保全事業推進
◇民有林整備に対する支援

Ⅳ 産業が連携し、豊かな地域資源をまもり活かすまちづくり〔産業振興〕
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（資料：北海道水産現勢）

年 総数
２４歳
未満

２５～
２９歳

３０～
３４歳

３５～
３９歳

４０～
４４歳

４５～
４９歳

５０～
５４歳

５５～
５９歳

６０～
６４歳

６５～
６９歳

７０～
７４歳

７５歳
以上

平成１０年 ３５４ １１ １８ １３ １５ １６ ２５ ３０ ３６ ４３ ５７ ４０ ５０
平成１５年 ３１７ ７ １１ １７ １４ １９ １９ ２９ ３２ ３６ ２８ ４５ ６０
平成２０年 ２８８ ６ ７ １４ １７ １８ １２ １７ ３５ ４１ ２９ ２４ ６８

（単位：人）

（資料：漁業センサス）

３ 水産業

■現状
本町の水産業は、漁業を基幹とした２０トン未満漁船による沿岸漁業が主体であるが、主要

魚種であるイカ、ホッケなどの来遊不振や魚価安などの影響により、近年は水揚げ量・生産
額とも低迷しており、資源の維持・増大のため、人工魚礁の設置や稚魚放流などのつくり育
てる漁業を推進する必要があります。

ウニなどの浅海資源においては、年々深刻さを増す磯焼けによる藻場環境の悪化が進んで
おり、引き続き対応を図る必要があります。
また、栄養塩の供給や魚類の再生産の役割を担う森・川・海の繋がりに着目し、余別川や

積丹川の保護水面の管理強化等を図る必要があります。

漁業者の高齢化や後継者不足が進んでおり、漁業生産活動の基盤となる漁港施設について
は、就労環境の改善や流通機能の進展に対応した整備・近代化の促進と、適切な施設の維持
管理を行う必要があります。
また、近年の多様な自然災害に対応した漁港整備が望まれています。

組織経営の安定化を図るため、平成１６年４月に積丹漁協・美国町漁協・古平漁協が広域合
併しましたが、水揚量・生産額の減少や高齢化の進展により漁家戸数の減少などから厳しい
経営状況に置かれています。

【漁獲量と漁獲高】

【年齢別漁業就業者数】

基本計画
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年 度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度
漁 家 戸 数（戸） ２１６ ２０１ １９６ １８３ １７９ １８３
漁 業 人 口（人） ２６４ ２４７ ２４２ ２２７ ２２７ ２２０
漁 業 従 事 者 数（人） ３４９ ３４７ ３４８ ３２８ ２９３ ２６８
漁 業 生 産 額（千円）１，３４０，９４９ １，５０４，３０７ １，０６７，６３９ １，３５９，６２９ ９８２，４２０ ８７３，４１６
一戸当り生産額（千円） ６，２０８ ７，４８４ ５，４４７ ７，４２９ ５，４８８ ４，７７２

（資料：漁業協同組合、港勢調査）

【漁業状況】

■施策の内容
（１）栽培漁業の推進
資源の増大と持続的な利用を維持するためウニ、ニシンなどの種苗の放流や、水産生物の

動態を踏まえた魚礁等の生息環境の整備などにより「つくり育てる漁業」を推進し、他産業
との連携や産直ルートの確立による付加価値の向上を図るとともに、６次産業化の推進に努
めます。

（２）漁場環境等の保全
磯焼けによる藻場環境の悪化を防ぐため、漁業者が取り組む藻場造成の活動やトドなどに

よる漁業被害防止対策、密漁防止対策等の漁場環境の保全に努めるとともに、森・川・海の
繋がりに着目し、さけ・ます類の再生産の場を守るため河川環境の保全・管理などに努めま
す。

（３）漁業生産基盤等の整備
関係機関と連携し、漁港漁場整備長期計画に基づき、漁業生産活動の基盤として静穏域の

確保、老朽化対策、就労環境の改善を図り、高齢者や後継者が働きやすい地域特性にあった
漁港整備に努めるとともに、安心・安全な水産物の流通が行えるよう衛生管理対策などを推
進します。
また、海洋性レクリエーションの利用に対する受入体制の充実と秩序維持に努めます。

（４）担い手の育成・確保
国、北海道、水産関係団体と連携した、漁業への新規就業・後継者育成の促進を検討しま

す。

■施策の実施項目
◇栽培漁業推進
◇漁港漁場整備
◇水産資源生育環境保全
◇水産業振興対策
◇後継者育成対策
（「コミュニティ行財政・
まちづくり活動」重複掲載）

Ⅳ 産業が連携し、豊かな地域資源をまもり活かすまちづくり〔産業振興〕
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区 分 平成１１年 平成１４年 平成１６年 平成１９年

卸
売
業

事 業 所 数 ５ ６ ５ ４
従 業 者 数（人） ２１ ２６ ２７ １８
年間販売額（万円） ２４５，１０６ １８３，５２８ １９８，２７２ １６１，６９０

小
売
業

事 業 所 数 ５６ ５４ ５１ ４８
従 業 者 数（人） １５６ １６６ １４６ １３４
年間販売額（万円） １６６，３９１ １５５，２５９ １５０，１８７ １３５，１２６

合

計

事 業 所 数 ６１ ６０ ５６ ５２
従 業 者 数（人） １７７ １９２ １７３ １５２
年間販売額（万円） ４１１，４９７ ３３８，７８７ ３４８，４５９ ２９６，８１６

（資料：商業統計調査）

平成１２年 平成１７年 平成１９年 平成２０年
事 業 所 数 ５ ４ ３ ２
従業者数（人） ４５ ２８ ２１ １３
出荷額（万円） ４２，１１４ １９，２６９ ２２，５９８ （未公表）

（資料：工業統計調査）

４ 商工業

■現状
本町の商業は、地域住民の生活に密着した重要な役割を果たしているものの、卸小売業は

人口減少や個人消費の低迷、町外への消費流出、さらにはインターネット等による通信販売
など購買動向の多様化などにより販売額は減少傾向にあります。
個人経営者の高齢化に伴う廃業や後継者不足により空き店舗の増加などが目立つ状況と

なっており、また、一部地域においては商店が無いために、食料や日用雑貨の購入のために
バス等を利用しなければならない状況にあり、地域経済活性化への取り組みが求められてい
ます。

小売業においては、地域住民や観光客のニーズに対応した商品やサービスの提供はもとよ
り、地域に根ざしたコミュニティの場や地域の伝統、文化の担い手としての役割が求められ
ており、また、地場産品を活用した新たな特産品の創出なども求められています。

工業は、漁業関連の水産加工業が中心となっていますが、事業所数、従業員数、出荷額と
も減少しており、地域の農水産物を利用した新たな商品開発や販路拡大に向けた取組みが求
められています。

【卸小売業の事業所数・従業者数・年間販売額の推移】

【工業の事業所数・従業者数・工業出荷額（従業者４人以上の事業所）】

基本計画
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■施策の内容
（１）商業の振興
地域住民の暮らしと密着した商業の活性化のため、商工会などが実施するイベントを支援

することなどにより、町外への消費流出などに歯止めをかけるとともに、町を訪れる観光客
が気軽に立ち寄れる魅力ある店づくりへの取組みを促進し、商業の活性化を図ります。
商業環境の変化に対応した商店づくりのため、商工会を中心とした指導・支援により経営

基盤や組織強化に対する支援に努めるとともに、町民に対する町内での消費購買意欲を高め
るための啓発活動に取り組みます。
また、商業後継者の研修会など資質向上を図り、地域に根ざした経営革新への取組みを促

進します。

（２）工業の振興
古くから製造販売され親しまれている水産加工品の良さを残しつつ、多様化する消費者

ニーズに対応するため、新たな製品開発、販路拡大や１次産業の６次産業化に対する取組み
を支援します。

■施策の実施項目
◇商業振興対策 ◇工業振興対策
◇後継者育成対策（「コミュニティ行財政・まちづくり活動」重複掲載）

Ⅳ 産業が連携し、豊かな地域資源をまもり活かすまちづくり〔産業振興〕
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昭和５５年 昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２０年
観光客入込数 ７５２ ７１２ ７４５ ７８６ １，２９３ １，２０４ ９７１
うち宿泊者数 １３２ １２４ １０１ ６９ １３０ ７５ ６２

（単位：千人）

（資料：北海道観光客入込調査）

５ 観光

■現状
本町は、ニセコ・積丹・小樽海岸国定公園や日本の渚百選に選定された海岸、積丹岳など

の自然景観を資源とした観光振興を図るため、自然公園施設の整備や海浜地の環境保全対策、
水中展望船の運航を行うとともに、新鮮な海産物のイメージを活かしたイベントの開催など
が行われてきました。

国道２２９号積丹半島周遊国道の開通により観光客が増加しましたが、近年は、国道２２９号積
丹防災対策による道路網の整備が進み、千歳～札幌～小樽～積丹間の至近性が著しく増した
反面、観光客の動向は日帰り通過型へと変化しており、観光客入込数は近年減少傾向にある
ことから、小樽市やニセコ地域などの観光地と連携した外国人観光客を含めた招致活動や、
札幌市を含めた道央圏域からの観光客誘致対策が必要となっています。

また、観光客の多くは、６～８月の夏期に集中することから、地域の歴史や文化などを活
用した観光ルートの創出や体験型観光※など観光シーズンの延長対策と滞在時間の拡大を合
わせて、多様化する観光客のニーズに対応する新たな取り組みが必要です。

積丹町の魅力を更に増すには、訪れる人々を地域ぐるみで温かくもてなす取り組みが大切
です。そのためには、観光に携わる者だけでなく、地域に住む人たちも含めた観光ホスピタ
リティ※の向上が求められています。

【観光客入り込み数】

■施策の内容
（１）観光振興体制の充実
観光客の誘致などのための体制づくりを強力なものとするため、地域が一体となって観光

のまちづくりに取り組みます。
また、小樽市やニセコ地域などとの密接な情報交換や、後志観光連盟などとの広域的な連

携を図り、観光振興体制の充実に努めます。

（２）地域資源を活かした取り組みの推進
北海道遺産に指定されている神威岬、日本の渚百選に選定されている島武意海岸等の自然

景観、伝統文化である鰊場音頭、各種イベント、岬の湯しゃこたん、ふれあいの森、水中展
望船など、地域にある資源を最大限に活用して、周遊観光メニューの充実を図って、旅行者
のニーズを踏まえた観光地の形成を目指します。

基本計画
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（３）受入体制の整備
観光客が安全で安心して町内で過ごすことができるよう、観光案内機能や観光案内板など

の充実と自然景観保全の推進、さらには、町民一人ひとりが観光客を温かく迎える意識を向
上させるためのホスピタリティの啓発に努めるなど、受入体制の整備を推進します。

外国人観光客が安心して滞在できる環境づくりのため、多言語案内パンフレット・多言語
メニューの作成、情報提供のさらなる強化のために外国語ホームページの充実に努めます。

■施策の実施項目
◇観光客誘致・受入体制整備 ◇町観光協会運営
◇イベント開催運営支援 ◇自然公園等施設整備
◇産業交流雇用対策推進施設管理運営 ◇観光施設管理運営

体 験 型 観 光：自然、アウトドアスポーツ、産業、文化などに旅行者自身が直接触れたり、参加した

りすることを目的とした観光のこと。

ホスピタリティ：心のこもったもてなし、手厚いもてなし。歓迎の精神のこと。

Ⅳ 産業が連携し、豊かな地域資源をまもり活かすまちづくり〔産業振興〕
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（単位：人）

（資料：国勢調査）

（単位：％）

（資料：国勢調査）

６ 雇用・労働

■現状
本町の就業者数は、１，４８８人（平成１７年国勢調査）で、総人口に対する就業者数は５２．０％
となっています。
産業別就業人口を昭和６０年と平成１７年とで比較すると、第１次産業は６６０人から４１７人と縮

小し、第２次産業は５３２人から２５７人と半減、第３次産業は８１９人から８１４人と横ばいの状況で
す。
また、産業別就業人口割合では、一次産業と二次産業の割合が減少し、三次産業の割合が

増加しています。

町内には安定的に通年で就労する場が少ない一方、夏期は、旅館、飲食店や漁業等でパー
トタイム※労働者が不足している状況にあります。このことが若年層の町外流出の要因とも
なっており、町の人口減少対策を検討する上でも安定的な雇用の場の確保が必要です。

非正規労働者の増加など就業形態が変化しており、季節労働者やパートタイムなどの相
談・助言体制の整備が必要です。

【産業別就業人口の推移】

【産業別就業人口割合の推移】
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■施策の内容
（１）雇用の場の確保
町内各産業の活性化や産業間の連携により、新たな起業による雇用機会の創出や雇用機会

の拡大が図られるよう、地元企業の一層の活性化を図るために、国の雇用対策事業の活用を
推進するなど雇用の場の創出に努めます。
北後志通年雇用促進支援事業協議会における資格取得促進助成金や通年雇用奨励金制度に

よる通年雇用の促進、新分野進出・新事業展開による新たな雇用機会の創出が図られるよう
制度の周知啓発に努めます。

（２）相談体制の充実
労働環境の改善のため、最低賃金制度の周知や労働安全衛生体制の啓発に努めるとともに、

ハローワークなど関係機関との連携により就労に関する相談体制の充実に努めます。

■施策の実施項目
◇雇用・労働対策推進

パートタイム：標準の労働時間より少ない時間を勤務する労働形態のこと。

Ⅳ 産業が連携し、豊かな地域資源をまもり活かすまちづくり〔産業振興〕
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Ⅴ みんなが主役、未来へつなぐ協働のまちづくり
〔コミュニティ・行財政〕

１ コミュニティ活動

■現状
本町は、海岸線にある９つの漁業集落と丘陵地等にある３つの農業集落に、２４町内会・自

治会でコミュニティ組織が形成され、それぞれの地域において歴史と特性を活かした様々な
活動が行われていますが、人口の減少や高齢化の進展などにより地域活動への支障が現れて
きており、また、個人のライフスタイルの変化などにより、人間関係の希薄化への懸念が指
摘されていることから、地域のコミュニティ活動を支援し、集落の活性化と維持に努める必
要があります。

町内には、総合文化センターや各地区集会施設（１１カ所）などコミュニティ活動の拠点と
なる施設がありますが、各地区集会施設の中には老朽化した設備などがあることから、計画
的な改修・修繕が必要となっています。

本町は、ソーラン節発祥の地として参加していた YOSAKOIソーラン祭りを縁として、平
成１４年６月に高知県香美市（旧土佐山田町）と姉妹都市提携を結び、両市町のイベントへの
参加などが継続されており、住民レベルの交流も行われるなど親睦が深められています。

■施策の内容
（１）コミュニティ活動の活性化
各地域で行われている環境美化活動や文化・スポーツ行事、祭典などの行事は、住民相互

の交流促進、地域コミュニティの助長や地域の活性化に効果的であることから、地域におけ
る自主的な活動が活発化する支援に努めます。

（２）コミュニティ施設の整備
コミュニティ活動の拠点となる総合文化センターや各地区集会施設については、高齢者な

ど誰もが使いやすい施設とするため、老朽化した設備や施設の計画的な改修と適切な管理に
努めます。

（３）国内外交流の推進
高知県香美市との姉妹都市交流は、これまで培ってきた人的・文化的な交流を今後も大切

にし、住民レベルでの交流の促進など地域に根ざした交流の実施により、地域の活性化につ
ながる取り組みを進めます。
また、札幌市への至近性を踏まえ、札幌圏などの他市町村住民との国内交流や、国際化が

進む中、海外の地域の人と交流する機会を増やし、国際理解を深めていくことが必要です。

■施策の実施項目
◇コミュニティ活動推進 ◇会館等管理運営
◇総合文化センター管理運営 ◇地域間交流推進
◇多目的バス管理運営

基本計画
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２ まちづくり活動

■現状
価値観やライフスタイルの多様化により、町民の求める行政サービスの範囲は拡大し、行

政のみで対応することは難しくなってきていることから、住民をパートナーとして、互いに
知恵を出し合い、協力し合いながら、まちづくりを進めなければなりません。
本町では、平成２２年１２月「積丹町まちづくり活動支援基金」を創設し、地域の課題解決や

地域資源を活かしたまちづくりを考え実践する団体の活動を支援しています。
地域の行政ニーズの把握とともに、住民の自主的な活動を促進していくことが必要です。

男性も女性も、意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できる、男女共同参画社会を実現する
ため、「男女の人権の尊重」、「政策等の立案及び決定への共同参画」など法律が掲げる５つ
の基本理念※に基づく施策の取り組みにより、男女がともに夢や希望を実現できる社会づく
りが必要です。

■施策の内容
（１）まちづくり活動の推進
町民と行政が良きパートナーとして連携し、町民一人ひとりが積極的にまちづくりに参画

しやすい気運の高揚に努めます。
まちづくり活動を自主的に行っている団体への情報提供、活動内容の積極的な広報やまち

づくり活動支援基金の適正な運用などにより活動を支援します。

（２）まちづくりへの連携
まちづくり活動を行う団体や個人が連携を深めることのできる体制づくりを進めます。
また、地域の自主自立に向けた町民、議会、行政が連携したまちづくり活動の推進が図ら

れるよう、町民参加の仕組みと町政運営のあり方を明らかにするための新たな仕組みづくり
などについて検討を進めます。

（３）男女共同参画社会の推進
男女が個人として尊重され、社会の対等な構成員として、その能力を十分に発揮し社会活

動に参画できるまちづくりをすすめるとともに、男女共同参画社会の実現のための広報・啓
発の充実に努めます。
町の各種審議会などへの女性委員の積極的な登用を図るとともに、女性団体等の育成に努

めます。

■施策の実施項目
◇まちづくり活動推進 ◇後継者育成対策
◇男女共同参画社会推進 ◇移住定住促進住宅管理運営

５つの基本理念：男女共同参画社会基本法では、男女共同参画社会を実現するため、次の５本の柱（基

本理念）を掲げています。「男女の人権の尊重」、「社会における制度又は慣行につい

ての配慮」、「政策等の立案及び決定への共同参画」、「家庭生活における活動と他の活

動の両立」、「国際的協調」。

Ⅴ みんなが主役、未来へつなぐ協働のまちづくり〔コミュニティ・行財政〕
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３ 広報・広聴・情報公開

■現状
月１回発行の「広報しゃこたん」や、ホームページによる町政情報の提供に努めています

が、平成２３年５月からは、町民世帯に設置されたＩＰ告知端末機を利用して、毎日の定時放
送などにより町や各団体などの情報配信を行っています。また、町長が直接地域へ出向き、
町政状況をお知らせする町長室出前懇談会を開催しています。
今後も、住民への情報提供を進めるため、効果的な方法を検討することが必要です。

広聴活動として、町長室出前懇談会、産業経済団体長との懇談会や各種事業に関わる懇談
会などを通じて住民の声を聴く機会の充実に努めています。今後も様々な機会を通じて、多
くの住民から幅広い内容について意見を伺うことができるよう、広聴の充実に努める必要が
あります。

住民からの請求に基づく情報公開を行うため、情報公開条例と個人情報保護条例を制定し
施行しています。
また、住民参加と協力によるまちづくりを推進する上で、住民と行政が互いに情報を共有

する必要があります。

■施策の内容
（１）広報活動の充実
町の施策をお知らせする情報紙として、「広報しゃこたん」の内容の充実に努めるととも

に、情報提供の迅速化と一層の共有化を図るため、ＩＰ告知端末機による定時放送や臨時放
送の効果的な運用に努めます。
ホームページの内容充実と有効活用により、町政情報の発信に努めます。

（２）広聴活動の充実
住民との情報を共有し、町政への提言、要望を把握するため、広聴の機会の充実に努めま

す。

（３）情報公開の充実
個人情報の保護に留意しながら、情報公開制度の運用を図り、また、制度周知に努めます。
住民が町政に対する理解を深めまちづくりに参画するとともに、公正公平で開かれた行政

運営を推進するため、住民と情報が共有できるよう積極的な情報提供に努めます。

■施策の実施項目
◇町広報紙「広報しゃこたん」発行 ◇広報・広聴活動推進
◇情報公開推進
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名 称 発足年度 業 務 内 容 関係市町村

北 後 志 衛 生 施 設 組 合 昭和３６年度 し尿処理
積丹町・古平町・余
市町・仁木町・赤井
川村

北 後 志 消 防 組 合 昭和４９年度 消防・救急
積丹町・古平町・余
市町・仁木町・赤井
川村

後 志 教 育 研 修 セ ン タ ー 昭和５０年度 教育研修 後志管内２０市町村

北しりべし廃棄物処理広域連合 平成１４年度
可燃ごみ処理
資源リサイクル処理

小樽市・積丹町・古
平町・余市町・仁木
町・赤井川村

北海道後期高齢者医療広域連合 平成１８年度
後期高齢者医療制度
の運営

北海道内１７９市町村

後 志 広 域 連 合 平成１９年度
税の滞納整理事務、
国民健康保険事務、
介護保険事務

後志管内１６町村

北 し り べ し 定 住 自 立 圏 平成２２年度
人口定住のために必
要な生活機能の確保
に向けた連携

小樽市・積丹町・古
平町・余市町・仁木
町・赤井川村

４ 行財政・広域行政

■現状
町税などの自主財源が乏しく財政基盤が脆弱で厳しい財政状況の中、本町が自主自立に向

けたまちづくりを進めていくためには、人口や財政の規模に見合った町政運営が必要となり
ます。組織・機構の点検見直しや、行政と民間の役割分担のあり方の検討など、効率的な行
政の運営が求められています。

国の税と社会保障の一体改革の論議や、現在の国の財政状況を考慮したとき、今後、地方
交付税交付額の減少も予想され、本町の財政状況はこれまで以上に厳しさを増すものと考え
られます。現在の行政サービス水準の維持に努めながら、新たな行政ニーズに応えるために
は、最小の経費で最大の効果が発揮できる行財政運営が必要です。

事務事業運営の効率化、地方分権の推進や生活機能の確保に向けての連携を目指し、これ
までの一部事務組合の運営に加え、関係自治体の相互協力による広域的な行政運営が求めら
れています。

【広域行政組織の状況】

■施策の内容
（１）組織体制の充実
多様化する行政ニーズに限られた職員数で対応できる効率的な組織づくりに努めるため、

職員研修の充実を図り、職員資質の向上により、意欲的に事業や業務に取り組むことができ
る組織体制の充実を図り、親切、ていねいできめ細かな窓口・電話対応に努めます。

Ⅴ みんなが主役、未来へつなぐ協働のまちづくり〔コミュニティ・行財政〕
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（２）行政運営の効率化
行政運営の効率化と透明化を目指し、研修による職員の行政能力向上と意識改革に努めま

す。
事務の正確性と効率性を高めるため電算による事務処理向上を促進するとともに、計画的

な電算機器や電算システムなどの更新整備に努めます。

（３）健全な財政運営
健全で持続可能な財政運営を行うため、事業の必要性、緊急性、効果などを検証し、優先

的、重点的な事業の実施に努めます。
税等の収納率の向上、受益に見合った使用料等の適正化を図ることにより自主財源の確保

に努め、また、事務事業は、コスト意識、経費縮減の視点に立ち事業を執行するとともに、
業務委託や指定管理者制度への移行について検討します。

（４）広域行政の推進
関係自治体と連携し、より効率的な住民サービスの提供や行財政運営ができるよう、事務

の共同処理など広域行政の推進に取り組みます。
広域的な行政課題については、管内全市町村で構成する後志町村会や後志総合開発期成会※

を通じて、国や関係機関への要望活動に努めます。

■施策の実施項目
◇職員研修等推進 ◇行政事務コンピュータ化推進
◇役場庁舎管理運営 ◇公用車管理運営
◇町職員等住宅管理運営 ◇効率的な行財政運営推進
◇広域行政推進

後志総合開発期成会：後志地域総合開発の促進と地域住民生活の安定向上を図るため、後志管内１市１９

町村の重点懸案事項の早期実現を期するよう、国及び道等関係機関に対して要望

活動を行う団体。
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